
 

 

 

 

砺波市 

都市整備課景観・建築係　電話33-1447

１　住宅の応急修理（住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理）
※　本市が災害救助法の適用を受けた場合にのみ支援の対象となります。

 



 

 
 

２　住宅の応急修理（日常生活に必要な最小限度の部分の修理）


